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　木更津市では、遊休農地の解消や農地の有効活用を進めるため、地域の実情に応じた農地管理や

担い手への集約を重要な課題としています。

　高齢化や担い手不足により、「今は作れないが、田んぼは荒らしたくない」「相続までの間、きち

んと管理したい」と感じておられる方も多いのではないでしょうか。

　こうした状況の中で、市内では、田んぼを荒らさず維持しながら将来につながるような取り組み

が進められています。株式会社耕すと株式会社ＮＥＷＧＲＥＥＮが連携し、乾いた田に直接種をま

く「乾田直播（かんでんちょくは）」という方法を活用し、必要な時だけ水を入れる節水型の稲作

が行われています。この手法によると育苗や田植えを行わないため、作業負担や用水の使用を抑え

やすいのが特長です。

　また、いわゆる耕作放棄地であっても数年かけて耕作地へ再生することで遊休農地の解消にもつ

ながっています。

　この２社が連携して行っている節水型の乾田直播は、ほ場の均平や畦・排水を大切にし、元の形

に戻せることを前提に田んぼをまとめて管理することで、分散した農地の維持や遊休農地の発生防

止、農地の集約化にも資するものとして注目しています。

　馬来田地区を中心に行っておりますが、この春からは新たに中郷地区においても乾田直播が始ま

っています。

　現在は一部地域での実証的な取り組みですが、今後は状況を見ながら、市内の他地域にも広がっ

ていくことが見込まれています。農業委員会としては、遊休農地が解消され、本市農業の持続的な

発展につながるこのような取り組みが広がっていくことを期待しています。
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日
頃
よ
り
、
農
業
委
員
会
の
活

動
に
対
し
、
格
別
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

早
い
も
の
で
、
我
々
第
二
十
五

期
農
業
委
員
・
第
三
期
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
は
、
今
年
七
月

に
任
期
満
了
を
迎
え
ま
す
。
こ
の

間
、
我
が
国
の
農
業
を
取
り
巻
く

情
勢
は
、
大
き
く
か
つ
厳
し
く
変

化
し
て
き
ま
し
た
。
世
界
的
な
情

勢
不
安
や
円
安
の
影
響
に
よ
る
肥

料
・
飼
料
・
燃
料
等
の
生
産
資
材

価
格
の
高
止
ま
り
は
、
農
業
経
営

に
大
き
な
負
担
を
も
た
ら
し
、
ま

た
、
気
候
変
動
に
伴
う
高
温
や
豪

雨
、
自
然
災
害
の
頻
発
は
、
安
定

的
な
農
業
生
産
を
脅
か
す
要
因
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
太
陽
光
発

電
や
宅
地
開
発
が
進
ん
だ
地
区
も

あ
り
、
農
地
の
維
持
管
理
や
将
来

の
利
用
の
あ
り
方
を
こ
れ
ま
で
以

上
に
考
え
る
必
要
が
生
じ
て
い
ま

す
。
加
え
て
、
農
業
者
の
高
齢
化

や
後
継
者
不
足
は
深
刻
さ
を
増
し
、

地
域
農
業
を
将
来
に
わ
た
り
ど
の

よ
う
に
守
り
、
次
の
世
代
へ
引
き

継
い
で
い
く
の
か
が
、
喫
緊
の
課

題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
国

に
お
い
て
は
、
昨
年
に
食
料
・
農

業
・
農
村
基
本
法
が
改
正
さ
れ
、

食
料
安
全
保
障
の
確
保
を
基
本
に
、

農
業
の
持
続
的
発
展
と
農
村
の
維

持
が
よ
り
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ

ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
地
域
の
話

し
合
い
に
基
づ
き
将
来
の
農
地
利

用
の
姿
を
描
く
「
地
域
計
画
」
は
、

地
域
農
業
を
守
り
、
未
来
に
つ
な

い
で
い
く
た
め
の
重
要
な
取
組
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

「
地
域
計
画
」
の
策
定
に
あ
た

り
ま
し
て
は
、
農
家
の
皆
さ
ま
を

は
じ
め
関
係
者
の
皆
さ
ま
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
今
後
は
、
地

域
の
実
情
や
将
来
の
変
化
を
見
据

え
、
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

ま
た
、
未
策
定
の
地
区
で
は
、
引

き
続
き
皆
さ
ま
と
共
に
、
策
定
に

向
け
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。 　

農
業
委
員
会
は
、
農
地
の
集
積

集
約
化
に
よ
る
遊
休
農
地
の
発
生

防
止
と
解
消
を
図
る
と
と
も
に
、

担
い
手
の
育
成
や
新
規
就
農
の
促

進
な
ど
、
地
域
農
業
の
基
盤
を
支

え
る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
本

年
度
か
ら
「
農
業
支
援
セ
ン
タ

ー
」
が
設
立
さ
れ
、
木
更
津
市
農

協
、
農
林
水
産
課
、
農
業
委
員
会

が
連
携
し
て
地
域
農
業
の
発
展
に

取
り
組
む
体
制
が
始
動
し
ま
す
。

農
業
を
取
り
巻
く
情
勢
や
課
題
を

皆
さ
ま
と
共
有
し
、
こ
れ
ま
で
以

上
に
寄
り
添
い
合
い
、
と
も
に
取

り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

我
々
現
委
員
の
任
期
は
残
り
四

か
月
弱
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ

ま
で
と
変
わ
ら
ず
、
地
域
農
業
の

発
展
と
農
地
の
適
正
利
用
に
向
け
、

職
務
に
あ
た
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
活
動
に
は
、
若
手

や
女
性
を
は
じ
め
、
多
様
な
立
場

の
皆
さ
ま
の
思
い
や
ご
意
見
が
反

映
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
だ
と
感
じ

て
お
り
ま
す
。
今
回
の
改
選
を
機

に
、
将
来
は
よ
り
幅
広
い
皆
さ
ま

の
お
力
を
い
た
だ
き
、
地
域
全
体

で
農
業
を
支
え
る
体
制
が
築
か
れ

る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
と
も
農
業
委
員
会
の
活
動

に
対
し
、
変
わ
ら
ぬ
ご
理
解
と
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
、
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　令和７年１０月１日より欠員となっていました
農地利用最適化推進委員について、同月１０日に
神谷正美氏（下望陀）を委嘱しました。
　任期は令和８年７月１３日（欠員となった農地
利用最適化推進委員の残任期間）までとなってお
り、担当地区は、中郷地区の有吉・下望陀・上望
陀（欠員となった担当地区）です。農業委員及び
他の農地利用最適化推進委員と連携し、農地法等
に基づく法令事務、地域農業の話し合いや調査等
の業務を行っておりますので、よろしくお願いい
たします。

　

農
地
を
耕
作
す
る
目
的
で
売

買
・
貸
借
す
る
場
合
や
、
市
街
化

調
整
区
域
内
の
農
地
を
農
地
以
外

に
転
用
（
用
途
変
更
）
す
る
場
合

に
は
、
事
前
に
農
業
委
員
会
又
は

知
事
の
許
可
な
ど
が
必
要
に
な
り

ま
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
月
一
回
総

会
を
開
催
し
、
農
地
法
に
基
づ
き

審
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
許
可
申

請
書
は
、
提
出
期
限
ま
で
に
余
裕

を
も
っ
て
提
出
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

　

許
可
を
受
け
ず
に
売
買
や
貸
借
、

転
用
を
す
る
と
農
地
法
違
反
と
な

り
ま
す
の
で
、
必
ず
許
可
を
受
け

て
か
ら
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

令
和
八
年
七
月
ま
で
の
総
会
日
程

総会開催日 許可申請書 提出期限

４月７日（火） ３月16日（月）で締め切りました

５月７日（木） ４月16日（木）

６月８日（月） ５月18日（月）

７月７日（火） ６月16日（火）

【 農業委員会総会予定表 】

※ 令和８年８月以降の日程は、市公式ホームページ（ページ番号1002343）や、
次号（令和８年９月１日発行予定）でお知らせします。

※ 総会開催日は変更になることがありますので、申請等がある場合は事務局
にご確認ください。

会
長
あ
い
さ
つ

会
長
あ
い
さ
つ

木
更
津
市
農
業
委
員
会
　

会
長
　

杉 

山 　

 

孝

新しい農地利用最適化新しい農地利用最適化
推進委員が決まりました推進委員が決まりました

神
カ ミ ヤ

谷　正
マ サ ミ

美
（下望陀）
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①
農
業
委
員
　

一
八
人

※  

法
令
に
よ
り
、
認
定
農
業
者
等
が
過
半

を
占
め
る
、
所
掌
事
項
に
利
害
関
係
を

有
し
な
い
者
（
中
立
委
員
）
を
一
人
以

上
含
め
る
、
年
齢
、
性
別
等
に
著
し
い

偏
り
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と

等
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。

②
推
進
委
員
　

一
九
人

⑵

任
　

期

三
年
間

令
和
八
年
七
月
一
四
日
（
推

進
委
員
は
委
嘱
日
）
～

令
和
一
一
年
七
月
一
三
日

⑶

身
　

分

木
更
津
市
の
特
別
職
の
非
常

勤
公
務
員

⑷

報
　

酬

農
業
委
員
　

月
額
三
三
、〇
〇
〇
円

推
進
委
員
　

月
額
二
八
、〇
〇
〇
円

⑴  

農
業
委
員
会
の
総
会
（
毎
月
開
催
）
に

お
け
る
農
地
の
権
利
移
動
や
転
用
に
係

る
許
可
等
の
審
議
及
び
決
定
並
び
に
こ

れ
ら
に
関
連
す
る
現
地
調
査

※  

推
進
委
員
は
、
総
会
に
出
席
し
意
見
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、審
議
・

決
定
に
加
わ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

⑵  

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
（
担
い
手
へ

の
農
地
利
用
の
集
積
・
集
約
化
、
遊
休

農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
、
新
規
参
入

の
促
進
）
に
係
る
指
針
策
定
、
現
地
調

査
、
指
導
及
び
監
視
業
務

⑶  

市
町
村
の
要
請
に
よ
る
地
域
計
画
に
係

る
目
標
地
図
の
素
案
の
作
成

⑷  

農
業
者
か
ら
の
相
談
対
応
・
農
業
者
へ

の
助
言
指
導

⑸

推
進
委
員
の
区
域
配
置
（
人
数
の
み
）

金
田
二
人
、
岩
根
二
人
、
中
郷
四
人
、

清
川
二
人
、
木
更
津
一
人
、
波
岡
一
人
、

鎌
足
二
人
、
馬
来
田
三
人
、
富
岡
二
人

※
詳
細
区
域
は
省
略

農
業
委
員
　

農
業
に
関
す
る
識
見
を
有
し
、

所
掌
事
項
に
関
し
適
切
に
職

務
を
行
え
る
者

推
進
委
員
　

農
地
等
の
利
用
の
最
適
化
の

推
進
に
熱
意
と
識
見
を
有
す

る
者

※
農
業
委
員
と
推
進
委
員
は
兼
務
で
き
ま
せ
ん
。

ま
た
、
次
に
該
当
す
る
者
は
資
格
を
有
し

ま
せ
ん
。

⑴

木
更
津
市
の
職
員

⑵  

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て

復
権
を
得
な
い
者

⑶  

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ

の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の

執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

ま
で
の
者

　

所
定
の
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う

え
、
推
薦
を
受
け
る
者
又
は
応
募
す
る
者
の

住
民
票
（
発
行
後
三
か
月
以
内
の
も
の
で
、

本
籍
及
び
筆
頭
者
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も

の
）
を
添
付
し
て
、
持
参
又
は
郵
送
に
よ
り
、

木
更
津
市
農
業
委
員
会
事
務
局
ま
で
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

⑴

申
込
書
様
式

個
人
に
よ
る
推
薦
、
法
人
・
団
体
等
に

よ
る
推
薦
、
個
人
に
よ
る
応
募
で
様
式

が
異
な
り
ま
す
。

⑵

受
付
期
間

令
和
八
年
四
月
一
日(

水)

～

　
　
　
　
　
　

四
月
三
〇
日(

木)

【
必
着
】

※  

申
込
書
を
持
参
さ
れ
る
場
合
は
、
平
日
開
庁
時
間

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※  

申
込
み
状
況
等
に
よ
っ
て
は
、
受
付
期
間
を
延
長

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
市
公

式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

⑶  
推
薦
及
び
公
募
要
領
（
申
込
書
）
の
配

布
場
所
等

農
業
委
員
会
事
務
局
、
市
役
所
農
林
水

産
課
（
駅
前
庁
舎
八
階
）、
各
地
域
交

流
セ
ン
タ
ー

市
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
能
。

⑴

推
薦
・
公
募
人
数

　農業委員会では、令和８年７月に予定している農業委員・農地利用最適化推進委員の改選に向けて、地域
で活躍されている女性や若手農業者の皆さんにも、ぜひ委員として参加していただきたいと考えています。
　これまで地域の農業は、多くの農業者の皆さんの努力によって支えられてきました。日々の営みの中で培
われた知恵や経験こそが、今日の地域農業の土台となっています。その大切な積み重ねを次の世代へより良
い形で受け継いでいくためにも、女性や若い世代の皆さんの声が農業委員会に加わることは、これからの地
域農業を支える欠かせない力になります。
　「この方なら地域をよく知っている」「若い人にも参加してほしい」「自分でも何か力になれ
るかもしれない」そんなふうに思う方がいらっしゃれば、地域でお話しいただく機会をつくっ
ていただくことで、より多様な人が参加しやすくなるきっかけになります。
どうぞ、女性や若手農業者の皆さんのご応募や、候補者の推薦のご検討をお願いします。
　※ご興味のある方、また推薦・応募については上記をご覧ください。

農
業
委
員
会
の
委
員

農
業
委
員
会
の
委
員（
農
業
委
員
）

（
農
業
委
員
）・・

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員

農
地
利
用
最
適
化
推
進
委
員（
推
進
委
員
）

（
推
進
委
員
）
の
推
薦
及
び
公
募
に
つ
い
て

の
推
薦
及
び
公
募
に
つ
い
て

１１ 

推
薦
・
公
募
の
内
容

推
薦
・
公
募
の
内
容

４４ 

推
薦
及
び
応
募
の
方
法

推
薦
及
び
応
募
の
方
法

２２ 

主
な
業
務
内
容

主
な
業
務
内
容

３３    

推
薦
を
受
け
る
者
及
び

推
薦
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女性・若手委員の応募および推薦のお願い



第52号⑷令和８年４月１日 きさらづし農委だより

　農業の“いま”がわかる専門紙「全国農業新聞」
をご紹介します。
　全国農業会議所が発行する週刊紙で、農政の最新
動向や技術・流通情報など、日々の経営に役立つ内
容がぎゅっと詰まっています。県内の農業ニュース
や、木更津市で頑張る農家さんの魅力的な取り組み
が紹介されることもあり、地域のつながりを感じら
れる紙面になっています。
　紙面は読みやすいオールカラー。まずは無料の見
本誌で、紙面の雰囲気を見てみませんか？農業委員
会には見本やパンフレ
ットも置いてあります
ので、お近くにお越し
の際はぜひお気軽にお
声がけください。

■発行日：毎週金曜日（Ｂ３サイズ・８～ 10 ページ）

■購読料：本紙 900 円／月（送料・税込）

　　　　　電子版 700 円／月（税込）
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　農地に、土を入れる・砂利を敷く・簡易な倉庫をつくるという行為は、農地転用となります。
転用をするときは、行為の前に農地法による許可などの手続きが義務づけられています。
　特に、市街化調整区域内にある農地は転用が厳しく制限されており、許可なく転用すると農地
法違反となってしまいます。違反転用は行為者だけではなく、農地の所有者にも厳しい措置がと
られますので、安易に承諾せずに必ず、事前に農業委員会までご相談ください。
　なお、市街化区域内にある農地の転用は事前に届出が必要です。
　詳しい手続き方法については、お問い合わせください。

　本年度の農業委員会は、「つなごう農地の輪」をテーマに、農業委員と農地利用最適化推進委員が連携し
て活動してきました。毎月の総会では、農地法第３条許可９４件、転用許可１０８件を審査し、基準に沿っ
て地域の未来を見据えた農地の保全と活用に取り組みました。
　９月から１０月には市内全域で農地の利用状況を直接確認し、遊休農地の発生防止と適切な管理を呼びか
けています。また、２回の研修会では農業者年金や乾田直播をテーマに
学び、地域課題を話し合うブロック会議を２回開催、最新農機の工場見
学などの、懇親会や視察研修旅行も企画し、委員同士のつながりづくり
を進めました。
　農業委員会では新規就農希望者の支援や地域課題の解決にも取り組ん
でおり、地域の未来づくりに参加できる意義ある場です。今後も若い世
代や女性の参加をお待ちしています。

３年以下の拘禁刑、または３００万円以下（法人は１億円以下）の罰金
※悪質な違反者は、ホームページ等で公表されます。農地の所有者にも厳しい措置がとられます。

農地法に違反した場合の罰則
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「つなごう農地の輪」「つなごう農地の輪」 ―地域の未来を支える農業委員会の１年

農業のヒント、毎週お届け。

全国農業新聞のご案内

豆苗栽培の施設を視察する様子


